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９ 月 市 議 会 定 例 会 議 案 一 覧 表 

 

議案甲第４１号 鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例………………………………………………………３ 

議案甲第４２号 鳥栖市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例……………………７ 

議案甲第４３号 市道路線の廃止及び認定について………………………………………………………………………………………………８ 

議案甲第４４号 佐賀県東部環境施設組合規約の変更について………………………………………………………………………………１１ 

議案甲第４５号 佐賀県市町総合事務組合規約の変更について………………………………………………………………………………１２ 

議案甲第４６号 鳥栖市教育委員会委員の任命について………………………………………………………………………………………後送 

議案甲第４７号 鳥栖市固定資産評価審査委員会委員の選任について………………………………………………………………………後送 

議案乙第１９号 令和５年度鳥栖市一般会計補正予算（第３号）……………………………………………………………………………別冊 

議案乙第２０号 令和５年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）……………………………………………………………別冊 

議案乙第２１号 令和５年度鳥栖市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）…………………………………………………………別冊 

議案乙第２２号 令和４年度鳥栖市水道事業剰余金の処分について…………………………………………………………………………別冊 

議案乙第２３号 令和４年度鳥栖市水道事業会計決算認定について…………………………………………………………………………別冊 

議案乙第２４号 令和４年度鳥栖市下水道事業剰余金の処分について………………………………………………………………………別冊 

議案乙第２５号 令和４年度鳥栖市下水道事業会計決算認定について………………………………………………………………………別冊 

諮 問 第 ２ 号 人権擁護委員候補者の推薦について…………………………………………………………………………………………後送 

諮 問 第 ３ 号 人権擁護委員候補者の推薦について…………………………………………………………………………………………後送 

報 告 第１１号 継続費精算報告書について……………………………………………………………………………………………………１３ 

報 告 第１２号 専決処分事項の報告について…………………………………………………………………………………………………１５ 

報 告 第１３号 専決処分事項の報告について…………………………………………………………………………………………………１７ 
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議案甲第４１号 

 

   鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成６年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

目次 

 第４章 一般廃棄物収集運搬業等（第２４条―第２６条） 

 第５章 雑則（第２７条―第３２条） 

    第４章 一般廃棄物収集運搬業等 

（一般廃棄物収集運搬業等の申請及び許可） 

目次 

 第４章 一般廃棄物収集運搬業等（第２４条―第２８条） 

 第５章 雑則（第２９条―第３４条） 

    第４章 一般廃棄物収集運搬業等 

（一般廃棄物収集運搬業等の申請及び許可） 

第２４条 法第７条第１項の規定による一般廃棄物収集運搬業の

許可を受けようとする者、法第７条第６項の規定による一般廃

棄物処分業の許可を受けようとする者、浄化槽法（昭和５８年

法律第４３号）第３５条第１項の規定による浄化槽清掃業の許

可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者、 

 法第７条の２第１項の規定により一般廃棄物収集運搬業、一般

廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の事業範囲の変更の許可を受け

ようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を

受けようとするものは、市長に申請しなければならない。 

 

 

 

 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査

し、適当と認めたときには、許可、許可の更新、変更の許可又

第２４条 法第７条第１項の規定による一般廃棄物収集運搬業の

許可を受けようとする者、法第７条第６項の規定による一般廃

棄物処分業の許可を受けようとする者、浄化槽法（昭和５８年

法律第４３号）第３５条第１項の規定による浄化槽清掃業の許

可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者

及び法第７条の２第１項の規定により一般廃棄物収集運搬業、

一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の事業範囲の変更の許可を

受けようとする者は、市長に申請しなければならない。ただし、

佐賀県東部環境施設組合（以下「組合」という。）が設置する広

域ごみ処理施設への運搬（積替え及び保管を除く。）のみを業と

して行おうとする者については、組合の構成市町の長に対して、

法第７条第１項の規定による許可の申請をしたときは、規則で

定めるところにより、市長に対して申請をしたものとみなす。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査

し、適当と認めたときには、許可、許可の更新又は変更の許可



- 4 - 

は許可証の再交付を行う。 

３ 第１項の規定による許可、許可の更新、変更の許可又は許可

証の再交付を受けようとする者は、別表第２に定める手数料を

納入しなければならない。 

を行う。 

３ 市長は、前２項の規定により許可をしたときは、許可証を交

付する。 

 （施設及び器材の検査）  （施設及び器材の検査） 

第２５条 前条第１項に規定する許可、許可の更新又は変更の許

可を受けようとする者は、その使用する施設及び器材について、

市長の検査を受けなければならない。 

 

２ 前項の検査を受けようとする者又は検査を受けた者で検査証

の再交付を受けようとする者は、別表第２に定める手数料を納

入しなければならない。 

（一般廃棄物収集運搬業等従事者証の交付） 

第２６条 第２４条第１項に規定する許可、許可の更新又は変更

の許可を受けた者は、一般廃棄物の収集運搬又は処分に従事し

ようとする者の住所、氏名、生年月日等を市長に届け出なけれ

ばならない。 

 

２ 前項の届出をしようとする者又は届出をした者で従事者証の

再交付を受けようとするものは、別表第２に定める手数料を納

入しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

第２５条 前条第１項に規定する許可、許可の更新又は変更の許

可を受けようとする者は、その使用する施設及び器材について、

市長の検査を受けなければならない。ただし、同項ただし書の

規定を適用する場合については、この限りでない。 

 

 

 

（一般廃棄物収集運搬業等従事者の届出） 

第２６条 第２４条第１項に規定する許可、許可の更新又は変更

の許可を受けた者は、一般廃棄物の収集運搬又は処分に従事し

ようとする者の住所、氏名、生年月日等を市長に届け出なけれ

ばならない。ただし、同項ただし書の規定を適用する場合につ

いては、この限りでない。 

 

 

 

 （許可証等の再交付） 

第２７条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者又は浄

化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、規則

で定めるところにより、直ちに市長に申請して再交付を受けな

ければならない。 

２ 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者又は浄化槽清 
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第５章 雑則 

第２７条～第３２条 略 

掃業者（検査証を交付されているものに限る。）は、検査証を紛

失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ち

に市長に申請して再交付を受けなければならない。 

３ 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者（従事者証

を交付されているものに限る。）は、従事者証を紛失し、又は毀

損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に申請

して再交付を受けなければならない。 

 （手数料） 

第２８条 第２４条から前条までの規定による許可等を受けよう

とする者は、別表第２に定める手数料を納入しなければならな

い。ただし、第２４条第１項ただし書の規定を適用する場合に

ついては、この限りでない。 

    第５章 雑則 

第２９条～第３４条 略 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和２９年法律第７２号）第７条第１項の規定による一般廃棄物収

集運搬業の許可を佐賀県東部環境施設組合の構成市町の長から受けている者は、改正後の第２４条第１項ただし書の規定による一般

廃棄物収集運搬業の申請をしたものとみなす。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年９月１日 

                                              鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 
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 佐賀県東部環境施設組合のごみ処理施設へ同組合の構成市町から一般廃棄物を搬入する際の一般廃棄物収集運搬業の申請等について

規定したいため、この案を提出する。 
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議案甲第４２号 

 

   鳥栖市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

（職員） 

第１１条 略 

２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であ 

って、都道府県知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の１９第１項の指定都市若しくは同法第２５２条の

２２第１項の中核市の長が行う研修を修了したものでなければ

ならない。 

 

 

 ⑴～⑽ 略 

４・５ 略 

（職員） 

第１１条 略 

２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であ 

って、都道府県知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の１９第１項の指定都市若しくは同法第２５２条の

２２第１項の中核市の長が行う研修を修了したもの（放課後児

童支援員としての業務に従事することとなった日から２年以内

に当該研修を修了することを予定している者を含む。）でなけれ

ばならない。 

 ⑴～⑽ 略 

４・５ 略 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 放課後児童健全育成事業所の職員の要件について条例を改正したいため、この案を提出する。
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議案甲第４３号 

 

   市道路線の廃止及び認定について 

 

 市道のうち下記の路線を廃止し、新たに路線を認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項及び同法第８

条第２項の規定により、市議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 路線の廃止 

市道番号 路  線  名 
起      点 

終      点 

４２８ 酒 井 西 ・ 酒 井 東 線 
酒井西町字溝狭間９５６番１地先 

酒井東町字川口８２７番地先 

４３７ 飯 田 ・ 酒 井 東 線 
飯田町字村上２８４番地先 

酒井東町字川口８０８番地先 

３０５４ 飯 田 ・ 川 口 線 
飯田町字村上２５８番地先 

酒井東町字川口８２４番地先 

３０６６ 池 の 上 線 
姫方町字池の上６５２番地先 

姫方町字池の上６４８番地先 

３１２４ 東 部 ５ ７ 号 線 
姫方町字池の上６５７番２地先 

姫方町字本川５６７番１２地先 

３１２５ 池 の 上 ・ 頭 無 線 
姫方町字池の上６５７番４地先 

幡崎町字立田石１０３７番１地先 

４１０１ 東 前 １ 号 線 
平田町字東前２９５５番１地先 

平田町字東前２９４９番地先 
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２ 路線の認定 

市道番号 路  線  名 
起      点 

終      点 

４２８ 酒 井 西 ・ 酒 井 東 線 
酒井西町字溝狭間９５６番１地先 

酒井東町字川口８２６番２地先 

４３７ 飯 田 ・ 酒 井 東 線 
飯田町字村上２８４番地先 

酒井東町字川口８０７番５地先 

１４０６ 折 口 ４ 号 線 
本鳥栖町字折口４４１番１地先 

本鳥栖町字折口４４１番１５地先 

１４０７ 鎗 田 １ １ 号 線 
鎗田町字鎗田３７２番２１地先 

鎗田町字鎗田３７２番１０地先 

１４０８ 船 底 １ ７ 号 線 
宿町字船底１２３０番２２地先 

宿町字船底１２３０番３２地先 

２３４２ 柿 添 ６ 号 線 
田代本町字柿添１２１８番２８地先 

田代本町字柿添１２１８番２５地先 

２３４３ 萱 方 前 田 ４ 号 線 
萱方町字前田１０２番２３地先 

萱方町字前田１０２番３５地先 

２３４４ 萱 方 前 田 ５ 号 線 
萱方町字前田１０２番３０地先 

萱方町字前田１０２番３３地先 

２３４５ 雉 子 町 １ ２ 号 線 
古賀町字雉子町４３９番１７地先 

古賀町字雉子町４３９番１２地先 

３０５４ 飯 田 ・ 川 口 線 
飯田町字村上２５８番地先 

酒井東町字川口８２４番１地先 

３０６６ 池 の 上 線 
姫方町字池の上６４８番地先 

姫方町字池の上６３９番１地先 

３１２４ 東 部 ５ ７ 号 線 
姫方町字本川５７０番１地先 

姫方町字本川５６７番１２地先 
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３１２５ 池 の 上 ・ 頭 無 線 
姫方町字池の上６５７番３地先 

幡崎町字立田石１０３７番１地先 

３１９７ 都 原 １ 号 線 
曽根崎町字都原２３４９番１地先 

曽根崎町字都原２３５１番６地先 

５２９９ 村 内 １ ３ 号 線 
儀徳町字村内２９６４番１地先 

儀徳町字村内２９６４番８地先 

 

上記の議案を提出する。 

  令和５年９月１日 

                                              鳥栖市長 向 門 慶 人 
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議案甲第４４号 

 

   佐賀県東部環境施設組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に基づき、令和６年４月１日から、佐賀県東部環境施設組合の共同

処理する事務及び事務所の位置を変更するため、同組合規約を変更することについて、同法第２９０条の規定により市議会の議決を求

める。 

 

   佐賀県東部環境施設組合規約の一部を変更する規約 

 

佐賀県東部環境施設組合規約（平成２９年佐賀県指令２９市町第５号）の一部を次のように変更する。 

 第３条中「ただし、組合設立の際、現に関係市町、鳥栖・三養基西部環境施設組合及び脊振共同塵芥処理組合がそれぞれ設置してい

る施設に関するものを除く。」を削る。 

 第４条中「みやき町」を「鳥栖市」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年９月１日 

                                              鳥栖市長 向 門 慶 人 
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議案甲第４５号 

 

佐賀県市町総合事務組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、佐賀県市町総合事務組合規約を次のように変更することに

ついて協議したいので、同法第２９０条の規定により、市議会の議決を求める。 

 

   佐賀県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

 佐賀県市町総合事務組合規約（平成１９年佐賀県指令１８市町村第０１００１４号）の一部を次のように変更する。 

 別表第２第３条第１号に関する事務の項中「神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合」を「神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合 佐賀県東部環境施設

組合」に改める。 

   附 則 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による知事の許可のあった日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。  

  令和５年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   
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報告第１１号 

 

   継続費精算報告書について 

 

 新庁舎整備事業の継続費に係る継続年度が終了したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第２項の規定に

より、次のとおり報告する。 

 

  令和５年９月１日 

 

                                              鳥栖市長 向 門 慶 人 

 



国　県
支出金

地 方 債 そ の 他
国　県
支出金

地 方 債 そ の 他
国　県
支出金

地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

2 683,220,000 0 500,000,000 0 183,220,000 0 0 0 0 0 683,220,000 0 500,000,000 0 183,220,000

3 561,622,000 0 450,000,000 50,000,000 61,622,000 1,129,200,000 0 882,000,000 50,000,000 197,200,000 △ 567,578,000 0 △ 432,000,000 0 △ 135,578,000

4 4,552,146,000 0 3,486,800,000 950,000,000 115,346,000 4,667,787,900 0 3,554,800,000 950,000,000 162,987,900 △ 115,641,900 0 △ 68,000,000 0 △ 47,641,900

計 5,796,988,000 0 4,436,800,000 1,000,000,000 360,188,000 5,796,987,900 0 4,436,800,000 1,000,000,000 360,187,900 100 0 0 0 100

一 般 財 源

特 定 財 源

一 般 財 源

　
　
2
　
 
総
　
　
　
務
　
　
　
費

　
　
1
　
　
総
　
務
　
管
　
理
　
費

　
　
新
　
庁
　
舎
　
整
　
備
　
事
　
業

支 出 済 額

令和４年度鳥栖市一般会計継続費精算報告書

款 項

事
 
業
 
名

年
 
 
 
度

全 体 計 画 実 績 比 較

年 割 額

左 の 財 源 内 訳 左 の 財 源 内 訳

年割額と
支出済額
の　　差

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源

特 定 財 源
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報告第１２号 

 

   専決処分事項の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例

第７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  令和５年９月１日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 

 

 

専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例

第７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分する。 

 

  令和５年８月２１日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人   
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事故に基づく損害賠償の額を次のとおり決定する。 

 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損 害 賠 償 の 相 手 方 損 害 賠 償 額 

鳥栖市田代本町９９８－１ 

ＮＰＯ法人アライブ 

理事長 市丸 勝義 

５４８，６００円 

 

２ 事件の概要 

  令和５年６月１日午前１０時ごろ、市道上天・国道線の道路拡幅工事に伴い、水路底に布設されている水道管を破損させ、水道管

内の水質異常が発生したことにより、相手方の所有する施設の営業に支障を来した。 
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報告第１３号 

 

   専決処分事項の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例

第７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  令和５年９月１日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 

 

 

専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例

第７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分する。 

 

  令和５年７月７日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人   
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事故に基づく損害賠償の額を次のとおり決定する。 

 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損 害 賠 償 の 相 手 方 損 害 賠 償 額 

個 人 ３１５，０００円 

 

２ 事件の概要 

  令和５年４月２８日午前１１時ごろ、鳥栖北小学校敷地内において、市職員が除草作業をしていたところ、操作する草刈機によっ

て跳ね上げられた石が駐車中の相手方所有の自家用車の右側フロントドアガラスに直撃し、破損した。 

 


